


 

 
北上川本流漁業調整方針等 

 
１．北上川本流漁業調整方針 

 
第１ 北上川（四十四田ダム橋下流端から宮城県境までの北上川本流）の漁業調整については、

この方針に定めるところによる。 

 

第２ 岩手県漁業調整規則第32条第１項各号に規定する内水面における水産動物の採捕の許可に

ついては、次のとおりとする。 

 

(１) 投網 

    産卵期のうぐい、さけ等を集中的・能率的に採捕する漁法であるので、許可しないもの

とする。 

(２) 小型定置網（たが網を含む。） 

    魚類の通路を固定的に長期間遮断して、集中的・能率的に魚類等を採捕し、かつ幼稚魚

も採捕する漁法であるので、許可しないものとする。 

    ただし、かにの採捕を目的とする場合には、別に定める許可方針によるものとする。 

(３) 刺し網（複合式刺し網を除く。） 

    別に定める許可方針によるものとする。 

(４) す建て網 

    魚類の通路を固定的に長期間遮断して、集中的・能率的に魚類等を採捕する漁法である

ので、許可しないものとする。 

(５) 地びき網 

    魚類を集中的・能率的に採捕し漁場を荒らす漁法であるので、許可しないものとする。 

(６) やな 

    魚類の通路を固定的に長期間遮断して、集中的・能率的に魚類を採捕する漁法であるの

で、許可しないものとする。 

(７) がら掛け（がら掛けに擬餌を付けて用いる場合を含む。）を用いる漁法（あゆ以外の魚

種を目的とする場合に限る。） 

    魚類を効率良く採捕する漁法であるので、許可しないものとする。 

(８) ぱっくり（別名ひっかけ）を用いる漁法（あゆ以外の魚種を目的とする場合に限る。） 

    魚類を効率良く採捕し漁場を荒らす漁法であるので、許可しないものとする。 

 

附 則 

１ この方針は、平成４年４月８日から実施する。 

２ 令和３年５月17日 一部改正 

  



 

 
２．小型定置網許可方針 

 
第１ 岩手県漁業調整規則（令和２年11月27日岩手県規則第66号。以下「規則」という。）第32条

第１項第２号に規定する小型定置網の許可のうち、かにの採捕を目的とする許可（以下「許

可」という。）は、この方針の定めるところによる。 

 

第２ この許可の申請期間は、原則として７月１日から８月15日までの間とする。 

 

第３ この許可の有効期間は、許可の日から同年11月30日までとする。 

 

第４ この許可は、次の各号の一に該当する者が申請した場合に限り許可をする。 

 (１) 過去２箇年以内に、許可を受けて小型定置網による採捕の実績を有する者（以下「実績

者」という。）。 

 (２) 実績者と生計を一にする者又は実績者の採捕に従事者として関与した者であって、その

地位を承継した者。 

 (３) その他知事が特にやむを得ない事情があると認めた者。 

 

第５ 同一人（共同経営の場合を含む。）に対する許可の数は一件とし、採捕区域の長さは河原

に沿って1,500ｍ以内とする。 

 

第６ この許可の採捕期間は、９月１日から11月30日までとする。 

 

第７ この許可には、次の条件を付して許可する。ただし、知事が必要と認める場合は、条件を

追加することがある。 

 (１) 垣網及び魚捕は、上流に向かって開口しなければならない。 

 (２) 採捕を行なう場合には、漁具の岸側の支柱上部に許可番号及び氏名を白文字で明記した

標識を付けなければならない。 

 

第８ 許可申請書の提出部数は１部とし、次に掲げるものを添付するものとする。 

 (１) 採捕区域を明示した図面（1/25,000）   ２部 

 (２) 漁具の構造、規模を明示した図面   １部 

 (３) 採捕区域が、漁業権の設定されている河川にあっては当該漁業権者の同意書、漁業権が

設定されていない河川にあっては、当該市町村長の意見書   １部 

 (４) 前漁期の操業状況報告書（様式第１号）   １部 

 

 

附 則 

１ この方針は、平成４年４月８日から実施する。 

２ 令和３年５月17日 一部改正 

３ 令和４年〇月〇日 一部改正 

  



 

 
３．刺し網許可方針 

 
第１ 岩手県漁業調整規則（令和２年11月27日岩手県規則第66号。以下「規則」という。）第32条

第１項第３号に規定する刺し網（複合式刺し網を除く。）の許可（以下「許可」という。）

は、この方針の定めるところによる。 

 

第２ この許可の申請期間は、原則として６月１日から７月15日までの間とする。 

 

第３ この許可の有効期間は、許可の日から翌年の４月30日までとする。 

 

第４ この許可は、次の各号の一に該当する者が申請した場合に限り許可をする。 

 (１) 過去２箇年以内に、許可を受けて刺し網による採捕の実績を有する者（以下「実績者」

という。）。 

 (２) 実績者と生計を一にする者又は実績者の採捕に従事者として関与した者であって、その

地位を承継した者。 

 (３) その他知事が特にやむを得ない事情があると認めた者。 

 

第５ 同一人（共同経営の場合を含む。）に対する許可の数は一件とし、採捕区域の長さは河原

に沿って1,500ｍ以内とする。 

 

第６ この許可の採捕期間は、７月１日から９月15日まで及び12月20日から翌年の４月30日まで

とする。 

 

第７ この許可には、次の条件を付して許可する。ただし、知事が必要と認める場合は、条件を

追加することがある。 

 (１) 河川流幅の２分の１以上を魚道として開けなければならない。 

 (２) ２張以上の刺し網を使用して採捕を行うとき、又は他に刺し網を使用した採捕が行われ

ているときは、網漁具の位置は、それぞれ500ｍ以上の間隔を置かなければならない。 

 (３) 使用する刺し網の総延長は30ｍ以内、目合いは25ｍｍ以上でなければならない。 

 (４) 採捕を行う場合には、漁具両端の浮子等に許可番号及び氏名を白文字で明記した標識を

付さなければならない。 

 

第８ 許可申請書の提出部数は１部とし、次に掲げるものを添付するものとする。 

 (１) 採捕区域を明示した図面（1/25,000）   ２部 

 (２) 漁具の構造、規模を明示した図面   １部 

 (３) 採捕区域が、漁業権の設定されている河川にあっては当該漁業権者の同意書、漁業権が

設定されていない河川にあっては、当該市町村長の意見書   １部 

 (４) 前漁期の操業状況報告書（様式第１号）   １部 

 

 

附 則 

１ この方針は、平成４年４月８日から実施する。 

２ 令和３年５月17日 一部改正 

３ 令和４年〇月〇日 一部改正 


